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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を用意することと、
　前記基板上に窒化ガリウムチャネル層、前記窒化ガリウムチャネル層上に第１バリア層
を順次形成することと、
　前記第１バリア層の表面上に二次元正孔ガスを生成するための第２バリア層を形成する
ことと、
　第２バリア層をエッチングして第１バリア層の表面の一部を露出させることと、
　ゲートがソースと第２バリア層との間に位置し、かつ、前記ゲートの一側壁が前記第２
バリア層の側壁に接続されるように、前記第１バリア層の表面上にソース、ドレインおよ
びゲートをそれぞれ形成することと、
　を含み、
　前記第２バリア層は、前記第１バリア層の表面上の第１サブ層、前記第１サブ層の表面
上の第２サブ層、および前記第２サブ層の表面上の第３サブ層を含み、前記第１サブ層と
第２サブ層がヘテロ接合を構成し、前記第３サブ層はｐ型ドープ層であり、
　前記第１サブ層の材料は窒化アルミニウムであり、
　前記第２サブ層の材料は窒化ガリウムであり、
　前記第３サブ層の材料はｐ型窒化ガリウムであり、
　前記第２バリア層は、窒化アルミニウムの前記第１サブ層、窒化ガリウムの前記第２サ
ブ層、およびｐ型窒化ガリウムの前記第３サブ層を誘導結合プラズマエッチングプロセス
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によってエッチングされてなり、
　前記誘導結合プラズマエッチングプロセスの後、ソース、ゲート、ドレインを別々に作
製し、電極金属としてＴｉ層とＡｌ層の複合層を電子ビームで堆積し、この電子ビームに
よる堆積において、Ｔｉ層の厚さは２０ｎｍ、Ａｌ層の厚さは２００ｎｍとし、窒素雰囲
気中でアニール処理を行い、温度は８５０℃であり、時間は３０秒であり、
　前記ゲートは、前記第１サブ層、前記第２サブ層、及び前記第３サブ層の全層の一側壁
に、隙間を挟むことなく接続される
　ことを特徴とする窒化ガリウム系高電子移動度トランジスタの形成方法。
【請求項２】
　前記基板と前記窒化ガリウムチャネル層との間に、核生成層および前記核生成層の表面
上のバッファ層を形成することと、
　前記窒化ガリウムチャネル層と前記第１バリア層との間に挿入層を形成することと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系高電子移動度トランジ
スタの形成方法。
【請求項３】
　前記核生成層の材料は窒化ガリウム、窒化アルミニウムまたは窒化アルミニウムガリウ
ムであり、
　前記バッファ層の材料は窒化ガリウムであり、
　前記挿入層の材料は窒化アルミニウムであり、
　前記第１バリア層の材料は窒化アルミニウムガリウムまたは窒化アルミニウムインジウ
ムである、
　ことを特徴とする請求項２に記載の窒化ガリウム系高電子移動度トランジスタの形成方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体技術分野に関し、特に、高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電
子移動度トランジスタおよびその形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）は、高温、高周波、高電圧、高出力および耐放射線など現代の
電子技術の高性能要件を満たすので、大きな注目を集めている。パワーデバイスとしての
ＧａＮ系高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）の使用は、現在国際的に活発に開発され
ている最先端のホットスポット技術であり、中国のエネルギー開発において緊急に必要と
されている重要なパワーエレクトロニクス技術のコア技術でもある。
【０００３】
　ＧａＮ系ＨＥＭＴは、非常に高い理論的なブレークダウン電圧値を有するが、現在のと
ころ、パワースイッチングデバイスとしてのＧａＮ系ＨＥＭＴは、その高耐圧性が理論的
に計算されたブレークダウン電圧値よりはるかに小さいので、高電圧および高出力の分野
における使用が大きく制限されている。研究では、ＧａＮ系ＨＥＭＴが低ブレークダウン
電圧を有する主な理由は、ゲート電界集中効果およびバッファ層のリーク、特にゲート電
界集中効果にあることが示されている。すなわち、デバイスがオフ状態でソース-ドレイ
ン間の高電圧を受けた後、ドレインに近いゲートの端部は電界ピークを発生し、電界分布
を不均一にするため、デバイスの早期破壊を引き起こすことである。
【０００４】
　現在、表面電界分布を平滑化してブレークダウン電圧を高めるために、ソース領域、ゲ
ート領域またはドレイン領域に様々な金属層フィールドプレート構造を製造することが多
い。フィールドプレート構造に係る方法は、ある程度でブレークダウン電圧を増加させる
ことができるが、金属と窒化ガリウムとの間の格子不整合および熱応力不整合のため、欠
陥および界面電荷トラップがさらに導入され、デバイスの品質を低下させ、デバイスの信
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頼性と安定性に影響を与える。
【０００５】
　したがって、ＧａＮ系ＨＥＭＴパワーデバイスのブレークダウン電圧を高める具体的な
解決策、また、ＧａＮ系電子パワーデバイスの高電圧および高出力の特性を十分に利用す
る技術を見つかることは深くて遠くまで及ぶ意義がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、高電子移動度トランジスタのブレークダウン
電圧を高めるために、高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子移動度トランジスタ
およびその形成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明は、高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電
子移動度トランジスタを提供し、前記高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子移動
度トランジスタは、基板と、前記基板上の窒化ガリウムチャネル層と、前記窒化ガリウム
チャネル層上の第１バリア層と、ソースおよびドレインがゲートの両側にそれぞれ配置さ
れる、前記第１バリア層上のゲート、ソースおよびドレインと、二次元正孔ガスを生成す
るための、その側壁が前記ゲートの一側壁に接続されている、前記ゲートと前記ドレイン
との間にある第１バリア層表面上の第２バリア層と、を含む。
【０００８】
　任意選択で、前記第２バリア層は、前記第１バリア層の表面上の第１サブ層、前記第１
サブ層の表面上の第２サブ層、および前記第２サブ層の表面上の第３サブ層を含み、前記
第１サブ層と第２サブ層がヘテロ接合を構成し、前記第３サブ層はｐ型ドープ層である。
【０００９】
　任意選択で、前記基板と前記窒化ガリウムチャネル層との間に、核生成層および前記核
生成層の表面上のバッファ層をさらに備える。
【００１０】
　任意選択で、前記窒化ガリウムチャネル層と前記第１バリア層との間に、挿入層をさら
に備える。
【００１１】
　任意選択で、前記第１サブ層の材料は窒化アルミニウム、窒化ガリウムまたは窒化アル
ミニウムガリウムであり、前記第２サブ層の材料は窒化ガリウム、窒化アルミニウムまた
は窒化アルミニウムガリウムであり、前記第３サブ層の材料はｐ型窒化ガリウム、ｐ型窒
化アルミニウムまたはｐ型窒化アルミニウムガリウムであり、前記核生成層の材料は窒化
ガリウム、窒化アルミニウムまたは窒化アルミニウムガリウムであり、前記バッファ層の
材料は窒化ガリウムであり、前記挿入層の材料は窒化アルミニウムであり、前記第１バリ
ア層の材料は窒化アルミニウムガリウムまたは窒化アルミニウムインジウムである。
【００１２】
　本発明は、また、高電子移動度トランジスタの形成方法を提供する。前記高電子移動度
トランジスタの形成方法は、基板を用意することと、前記基板上に窒化ガリウムチャネル
層、前記窒化ガリウムチャネル層上に第１バリア層を順次形成することと、前記第１バリ
ア層の表面上に二次元正孔ガスを生成するための第２バリア層を形成することと、第２バ
リア層をエッチングして第１バリア層の表面の一部を露出させることと、ゲートがソース
と第２バリア層との間に位置し、かつ、前記ゲートの一側壁が前記第２バリア層の側壁に
接続されるように、第１バリア層の表面上にソース、ドレインおよびゲートをそれぞれ形
成することと、を含む。
【００１３】
　任意選択で、前記第２バリア層は、前記第１バリア層の表面上の第１サブ層、前記第１
サブ層の表面上の第２サブ層、および前記第２サブ層の表面上の第３サブ層を含み、前記
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第１サブ層と第２サブ層がヘテロ接合を構成し、前記第３サブ層はｐ型ドープ層である。
【００１４】
　任意選択で、前記第２バリア層は、反応性イオンエッチングプロセスまたは誘導結合プ
ラズマエッチングプロセスによってエッチングされてなる。
【００１５】
　任意選択で、前記高電子移動度トランジスタの形成方法は、さらに、前記基板と前記窒
化ガリウムチャネル層との間に、核生成層および前記核生成層の表面上のバッファ層を形
成することと、前記窒化ガリウムチャネル層と前記第１バリア層との間に、挿入層を形成
することと、を含む。
【００１６】
　任意選択で、前記第１サブ層の材料は窒化アルミニウム、窒化ガリウムまたは窒化アル
ミニウムガリウムであり、前記第２サブ層の材料は窒化ガリウム、窒化アルミニウムまた
は窒化アルミニウムガリウムであり、前記第３サブ層の材料はｐ型窒化ガリウム、ｐ型窒
化アルミニウムまたはｐ型窒化アルミニウムガリウムであり、前記核生成層の材料は窒化
ガリウム、窒化アルミニウムまたは窒化アルミニウムガリウムであり、前記バッファ層の
材料は窒化ガリウムであり、前記挿入層の材料は窒化アルミニウムであり、前記第１バリ
ア層の材料は窒化アルミニウムガリウムまたは窒化アルミニウムインジウムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の高電子移動度トランジスタは、ゲートとドレインとの間に第２バリア層を備え
、第２バリア層は、ゲートおよびドレインドリフト領域のチャネル内の二次元電子ガスを
空乏化するために二次元正孔ガスを発生し、チャネルの電界分布を平滑化して、高電子移
動度トランジスタのブレークダウン電圧を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成方法を概略的に示すフローチャートである。
【図２】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成プロセスを概略的に示す断面構造図である。
【図３】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成プロセスを概略的に示す断面構造図である。
【図４】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成プロセスを概略的に示す断面構造図である。
【図５】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成プロセスを概略的に示す断面構造図である。
【図６】本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧の窒化ガリウム系高電子
移動度トランジスタの形成プロセスを概略的に示す断面構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明に係る高ブレークダウン電圧を有する窒化ガリウム系高
電子移動度トランジスタおよびその形成方法の特定の実施形態について、詳細に説明する
。
　図１は、本発明の特定の一実施形態に係る高ブレークダウン電圧を有する窒化ガリウム
系高電子移動度トランジスタの形成方法を概略的に示すフローチャートである（図１参照
）。
【００２０】
　前記高ブレークダウン電圧を有する窒化ガリウム系高電子移動度トランジスタの形成方
法は、基板を用意するステップＳ１０１と、前記基板上に窒化ガリウムチャネル層、前記
窒化ガリウムチャネル層上に第１バリア層を順次形成するステップＳ１０２と、前記第１
バリア層の表面上に二次元正孔ガスを生成するための第２バリア層を形成するステップＳ
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１０３と、第２バリア層をエッチングして第１バリア層の表面の一部を露出させるステッ
プＳ１０４と、ゲートがソースと第２バリア層との間に位置し、かつ、前記ゲートの一側
壁が前記第２バリア層の側壁に接続されるように、第１バリア層の表面上にソース、ドレ
インおよびゲートをそれぞれ形成するステップＳ１０５と、を含む。
【００２１】
　図２～６は、本発明の特定の一実施形態に係る高電子移動度トランジスタの形成プロセ
スにおいての断面構造を概略的に示す断面構造図である（図２～６参照）。
【００２２】
　図２において、基板２００が用意されている（図２参照）。
【００２３】
　前記基板２００の材料は、サファイア、炭化ケイ素、ケイ素、酸化亜鉛、アルミン酸リ
チウム、窒化アルミニウムまたは窒化ガリウムなどであってもよい。
【００２４】
　図３を参照すると、前記基板２００上に窒化ガリウムチャネル層３０３、前記窒化ガリ
ウムチャネル層３０３上に第１バリア層３０５が順次形成されている。
【００２５】
　前記チャネル層３０３は、二次元電子ガス伝送チャネルとして、前記チャネル内のバッ
クグラウンド濃度を減少させるためにより高い結晶品質を必要とし、それで、散乱を低減
させ、二次元電子ガスの移動度を増加させる。前記チャネル層３０３の材料として、例え
ば、アンドープＧａＮ層のような、アンドープＩＩＩ族金属窒化物を使用することができ
る。
【００２６】
　前記第１バリア層３０５と前記チャネル層３０３がヘテロ接合を形成し、前記ヘテロ接
合の界面でのエネルギバンド不連続、圧電分極、および自発分極は、高濃度の二次元電子
ガスを発生させることができる。前記第１バリア層３０５は、その材料として、窒化アル
ミニウムガリウムまたは窒化アルミニウムインジウムが挙げられ、その構造は単層でも多
層でもよい。
【００２７】
　本発明の特定の実施形態では、前記基板２００と前記チャネル層３０３との間に、核生
成層３０１および前記核生成層３０１の表面上のバッファ層３０２を形成することをさら
に含む。
【００２８】
　前記核生成層３０１の主な機能は、後続のエピタキシャル層の成長に有効な核生成中心
を提供するとともに、多数の転位および欠陥を形成することによって核生成層と基板との
間のミスマッチ応力を解放させ、前記核生成層３０１上にエピタキシャル成長させたＩＩ
Ｉ族金属窒化物層の品質を著しく向上させられることである。前記核生成層３０１の材料
として、ＧａＮ、ＡｌＮまたはＡｌＧａＮが挙げられる。
【００２９】
　前記バッファ層３０２は、チャネル層３０３内の電子がバッファ層３０２に漏れるのを
防ぐために、より高い抵抗率を有する。前記バッファ層３０２は、一般に１０６Ω・ｃｍ
以上の抵抗率を有することが必要である。前記バッファ層３０２の材料は窒化ガリウムと
することができ、高抵抗を形成するために、イオン注入によって前記バッファ層に深い準
位欠陥が発生し、あるいはｐ型不純物ドープを導入してｎ型とバックグラウンド濃度を相
互に補償する。本発明の他の特定の実施形態では、他の方法で高抵抗のバッファ層３０２
を得ることもできる。
【００３０】
　本発明の特定の実施形態では、前記チャネル層３０３と前記第１バリア層３０５との間
に挿入層３０４を形成することをさらに含む。前記挿入層３０４は、前記第１バリア層３
０５の結晶品質を向上させるように機能し、前記挿入層３０４の材料は、窒化アルミニウ
ムとすることができる。
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【００３１】
　上記の核生成層３０１、バッファ層３０２、チャネル層３０３、挿入層３０４、および
第１バリア層３０５は、原子層堆積法、有機金属化学気相蒸着法、分子線エピタキシー法
、またはハイドライド気相成長法などの堆積プロセスによって形成することができる。
【００３２】
　本発明の他の特定の実施形態では、前記核生成層３０１、前記バッファ層３０２、およ
び前記挿入層３０４うちの一部のみを形成することもできる。
【００３３】
　図４を参照すると、前記第１バリア層３０５の表面上に第２バリア層４００が形成され
、前記第２バリア層４００は、二次元正孔ガスを発生させるように機能する。
【００３４】
　前記第２バリア層４００の材料として、二次元正孔ガスを発生させるためのＩＩＩ族金
属窒化物、例えば、ｐ型ドープの第ＩＩＩ族金属窒化物、または二次元正孔ガスを発生さ
せることができるヘテロ接合が挙げられる。
【００３５】
　本発明の特定の実施形態では、前記第２バリア層４００は、前記第１バリア層３０５の
表面上の第１サブ層４０１と、前記第１サブ層４０１の表面上の第２サブ層４０２と、前
記第２サブ層４０２の表面上の第３サブ層４０３と、を含み、前記第１サブ層４０１と前
記第２サブ層４０２がヘテロ接合を構成し、前記第３サブ層４０３はｐ型ドープ層である
。
【００３６】
　本発明の特定の一実施形態では、前記第１サブ層４０１の材料は窒化アルミニウム、窒
化ガリウムまたは窒化アルミニウムガリウムであり、前記第２サブ層４０２の材料は窒化
ガリウム、窒化アルミニウム、または窒化アルミニウムガリウムであり、前記第３サブ層
４０３の材料は、ｐ型窒化ガリウム、ｐ型窒化アルミニウム、またはｐ型窒化アルミニウ
ムガリウムである。前記第１サブ層４０１と前記第２サブ層４０２がヘテロ接合を形成し
、前記第１サブ層４０１および前記第２サブ層４０２におけるアルミニウム元素および／
またはガリウム元素の比率を調整することにとって、前記第１サブ層４０１と前記第２サ
ブ層４０２との界面に二次元正孔ガスを発生させる。
【００３７】
　前記第１サブ層４０１の厚さは１ｎｍ～１００ｎｍ、前記第２サブ層４０２の厚さは１
ｎｍ～１００ｎｍ、前記第３サブ層４０３の厚さは１ｎｍ～１００ｎｍとすることができ
る。
【００３８】
　本発明の他の特定の実施形態では、前記第２バリア層４００は、自発分極または外部電
極の分極の条件下で二次元正孔ガスを発生させることができるように、他の適切な材料を
選択して単層または多層構造の第２バリア層４００を形成することができる。
【００３９】
　前記第２バリア層４００は、原子層堆積法、有機金属化学気相蒸着法、分子線エピタキ
シー法、またはハイドライド気相成長法などの堆積プロセスによって形成することもでき
る。
【００４０】
　図５を参照すると、前記第２バリア層４００をエッチングして、前記第１バリア層３０
５の表面の一部が露出される。
【００４１】
　前記第２バリア層４００は、形成されるＨＥＭＴのゲートとドレインとの間のチャネル
領域上に第２バリア層の一部４００ａを保留するようにグラフィックエッチングされる。
本発明の特定の一実施形態では、前記第２バリア層４００ａは、前記第１バリア層３０５
の表面上の第１サブ層４０１ａと、前記第１サブ層４０１ａの表面上の第２サブ層４０２
ａと、前記第２サブ層４０２ａの表面上の第３サブ層４０３ａと、を含む。
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【００４２】
　前記第２バリア層４００は、ドライエッチングプロセスを用いてエッチングすることが
できる。さらに、前記第２バリア層４００に大きな損傷を与え、前記第２バリア層４００
とその後に形成されるゲートとの界面の品質に影響を及ぼすことを回避するために、低損
傷のドライエッチングプロセスを用いて前記第２バリア層４００をエッチングすることが
できる。本発明の特定の実施形態では、前記第２バリア層４００は反応性イオンエッチン
グプロセスまたは誘導結合プラズマエッチングプロセスによってエッチングすることがで
き、エッチングガスとして、Ｃｌ２およびＢＣｌ３が挙げられる。
【００４３】
　図６を参照すると、前記第１バリア層３０５の表面上にソース６０１、ドレイン６０２
及びゲート６０３がそれぞれ形成され、前記ゲート６０３はソース６０１と第２バリア層
４００ａとの間に位置し、前記ゲート６０３の一側壁は、前記第２バリア層４００ａの側
壁に接続されている。
【００４４】
　前記ソース６０１、ドレイン６０２及びゲート６０３を形成する方法は、前記第１バリ
ア層３０５と前記第２バリア層４００ａを覆う、例えばＴｉ、Ａｌ、Ｃｕ、ＡｕまたはＡ
ｇなどの金属層を形成することと、前記金属層をグラフィックエッチングして、前記第１
バリア層３０５の表面上にソース６０１、ドレイン６０２およびゲート６０３を形成し、
かつ、前記ゲート６０３を前記ソース６０１と前記第２バリア層４００ａとの間に位置さ
せ、前記ゲート６０３の側壁を前記第２バリア層４００ａの側壁に接続させることによっ
て、ゲート６０３で第２バリア層４００ａを分極させて、二次元正孔ガスを発生させるこ
とと、を含む。
【００４５】
　前記第２バリア層４００ａは、分極で発生された二次元正孔ガスにより前記高電子移動
度トランジスタのブレークダウン電圧を増加させる。本発明の特定の実施形態では、前記
第２バリア層４００ａは、ｐ型ドープの第３サブ層４０３ａにおける不純物のイオン化、
および第２サブ層４０２ａと第１サブ層４０１ａとの界面における分極電荷で、二次元正
孔ガスを発生させることにより、ゲートおよびドレインドリフト領域のチャネル内の二次
元電子ガスを空乏化し、チャネルの電界分布を平滑化し、そして、前記高電子移動度トラ
ンジスタのブレークダウン電圧を向上させる。
【００４６】
　本発明の一実施例として、結晶方位が（１１１）である８インチのシリコンを基板とし
、その後、有機金属化学気相蒸着法（ＭＯＣＶＤ）で窒化アルミニウム核生成層、窒化ガ
リウムバッファ層、窒化ガリウムチャネル層、窒化アルミニウム挿入層、窒化アルミニウ
ムガリウムバリア層、窒化アルミニウム第１サブ層、窒化ガリウム第２サブ層、およびｐ
型窒化ガリウム第３サブ層を順次エピタキシャル成長させる。ＭＯＣＶＤシステムは、５
つの８インチシリコン基板を放置することができるドイツのＡｉｘｔｒｏｎ遊星反応室Ｇ
５＋である。成長温度は１１００～１１５０℃であり、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ
ｌ）の流量は５０μｍｏｌ／ｍｉｎ～１８０μｍｏｌ／ｍｉｎであり、トリメチルガリウ
ム（ＴＭＧａ）の流量は８０μｍｏｌ／ｍｉｎ～２２０μｍｏｌ／ｍｉｎである。アンモ
ニアガスは、第Ｖ族原料で供給され、流量が５ｓｌｍ～５０ｓｌｍである。水素と窒素は
キャリアガスであり、流量が１０ｓｌｍ～８０ｓｌｍである。窒化アルミニウム第１サブ
層の厚さは２０ｎｍであり、窒化ガリウム第２サブ層の厚さは５０ｎｍであり、ｐ型窒化
ガリウム第３サブ層の厚さは１００ｎｍである。
【００４７】
　次いで、窒化アルミニウム第１サブ層、窒化ガリウム第２サブ層、およびｐ型窒化ガリ
ウム第３サブ層を誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）によってエッチングするが、ゲートとドレ
インの間の領域の一部を保留する。前記ＩＣＰプロセスで使用されるエッチングガスは、
三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）およびＣｌ２であり、ＢＣｌ３の流量は１００ｓｃｃｍであり
、Ｃｌ２の流量は５ｓｃｃｍであり、エッチングの出力は５０Ｗである。その後、ソース
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、ゲート、ドレインを別々に作製し、電極金属としてＴｉ層とＡｌ層の複合層を電子ビー
ムで堆積する。Ｔｉ層の厚さは２０ｎｍ、Ａｌ層の厚さは２００ｎｍとし、窒素雰囲気中
でアニール処理を行い、温度は８５０℃であり、時間は３０秒である。
【００４８】
　本発明の特定の実施形態では、また、高ブレークダウン電圧を有する高電子移動度トラ
ンジスタを提供する。
【００４９】
　図６を参照すると、前記高電子移動度トランジスタは、基板２００と、前記基板２００
上のチャネル層３０３と、前記チャネル層３０３上の第１バリア層３０５と、ソース６０
１とドレイン６０２がゲート６０３の両側にそれぞれ配置される、前記第１バリア層３０
５上の当該ゲート６０３、当該ソース６０１および当該ドレイン６０２と、二次元正孔ガ
スを生成するための、その側壁が前記ゲート６０３の一側壁に接続されている、前記ゲー
ト６０３と前記ドレイン６０２との間にある第１バリア層３０５の表面上の第２バリア層
４００ａと、を含む。
【００５０】
　前記基板２００の材料は、サファイア、炭化ケイ素、ケイ素、酸化亜鉛、アルミン酸リ
チウム、窒化アルミニウムまたは窒化ガリウムなどであってもよい。
【００５１】
　前記チャネル層３０３は、二次元電子ガス伝送チャネルとして、前記チャネル内のバッ
クグラウンド濃度を減少させるためにより高い結晶品質を必要とする。これにより、散乱
を低減させ、二次元電子ガスの移動度を増加させる。前記チャネル層３０３の材料として
、例えば、アンドープＧａＮ層のような、アンドープＩＩＩ族金属窒化物を使用すること
ができる。
【００５２】
　前記第１バリア層３０５は、その材料として、窒化アルミニウムガリウムまたは窒化ア
ルミニウムインジウムが挙げられ、その構造は単層でも多層でもよい。第１バリア層３０
５は、チャネル層３０３とヘテロ接合を形成して、二次元電子ガスを発生させる。
【００５３】
　本発明の特定の一実施形態では、前記基板２００と前記チャネル層３０３との間に、核
生成層３０１および前記核生成層３０１の表面上のバッファ層３０２をさらに含む。前記
核生成層３０１は、その上にエピタキシャル成長させたＩＩＩ族金属窒化物層の品質を著
しく向上させることができる。前記核生成層３０１の材料として、ＧａＮ、ＡｌＮまたは
ＡｌＧａＮが挙げられる。前記バッファ層３０２は、より高い抵抗率を有し、その材料は
窒化ガリウムとすることができる。
【００５４】
　本発明の特定の一実施形態では、前記チャネル層３０３と前記第１バリア層３０５との
間に挿入層３０４をさらに含み、前記挿入層３０４は、前記第１バリア層３０５の結晶品
質を向上させるように機能し、その材料は窒化アルミニウムとすることができる。
【００５５】
　本発明の他の特定の実施形態では、前記核生成層３０１、前記バッファ層３０２、およ
び前記挿入層３０４うちの一部のみを備えることもできる。
【００５６】
　前記第２バリア層４００ａの材料として、二次元正孔ガスを発生させるためのＩＩＩ族
金属窒化物、例えば、ｐ型ドープの第ＩＩＩ族金属窒化物、または二次元正孔ガスを発生
させることができるヘテロ接合が挙げられる。当該特定の実施形態では、前記第２バリア
層４００ａは、前記第１バリア層３０５の表面上の第１サブ層４０１ａと、前記第１サブ
層４０１ａの表面上の第２サブ層４０２ａと、前記第２サブ層４０２ａの表面上の第３サ
ブ層４０３ａと、を含み、前記第１サブ層４０１ａと前記第２サブ層４０２ａがヘテロ接
合を構成し、前記第３サブ層４０３ａはｐ型ドープ層である。本発明の特定の一実施形態
では、前記第１サブ層４０１ａの材料は窒化アルミニウム、窒化ガリウムまたは窒化アル



(9) JP 6882503 B2 2021.6.2

10

20

30

ミニウムガリウムであり、前記第２サブ層４０２ａの材料は窒化ガリウム、窒化アルミニ
ウム、または窒化アルミニウムガリウムであり、前記第３サブ層４０３ａの材料は、ｐ型
窒化ガリウム、ｐ型窒化アルミニウム、またはｐ型窒化アルミニウムガリウムである。前
記第１サブ層４０１ａと前記第２サブ層４０２ａがヘテロ接合を形成し、前記第１サブ層
４０１ａおよび前記第２サブ層４０２ａにおけるアルミニウム元素および／またはガリウ
ム元素の比率を調整することにとって、前記第１サブ層４０１ａと前記第２サブ層４０２
ａとの界面に二次元正孔ガスを発生させる。
【００５７】
　前記第１サブ層４０１ａの厚さは１ｎｍ～１００ｎｍ、前記第２サブ層４０２ａの厚さ
は１ｎｍ～１００ｎｍ、前記第３サブ層４０３ａの厚さは１ｎｍ～１００ｎｍとすること
ができる。本発明の他の特定の実施形態では、前記第２バリア層４００ａは、自発分極ま
たは外部電極の分極の条件下で二次元正孔ガスを発生させることができるように、他の適
切な材料を選択して単層または多層構造に形成することもできる。
【００５８】
　前記ソース６０１、ドレイン６０２及びゲート６０３は、いずれも、例えばＴｉ、Ａｌ
、Ｃｕ、ＡｕまたはＡｇなどの金属であり、前記ゲート６０３が前記ソース６０１と前記
第２バリア層４００ａとの間に位置し、前記ゲート６０３の一側壁が前記第２バリア層４
００ａの側壁に接続されることによって、ゲート６０３で第２バリア層４００ａを分極さ
せて、二次元正孔ガスを発生させる。
【００５９】
　前記第２バリア層４００ａは、二次元正孔ガスを発生し、前記高電子移動度トランジス
タのブレークダウン電圧を増加させることができる。本発明の特定の実施形態では、前記
第２バリア層４００ａは、ｐ型ドープの第３サブ層４０３ａにおける不純物のイオン化、
および第２サブ層４０２ａと第１サブ層４０１ａとの界面における分極電荷で、二次元正
孔ガスを発生させることにより、ゲートおよびドレインドリフト領域のチャネル内の二次
元電子ガスを空乏化し、チャネルの電界分布を平滑化し、そして、前記高電子移動度トラ
ンジスタのブレークダウン電圧を向上させる。
【００６０】
　上述は本発明の好ましい実施形態であり、なお、当業者にとって、本発明の趣旨から離
れない前提で、種々の改良や変更を加えることができ、それらも本発明の保護範囲として
考慮されるべきである。
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              特開２０１２－２４３８７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７７８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／８１２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

